
懲戒処分の指針の制定について（概要）

現状

○懲戒処分数は高止まりの状況
R1：7件 R2：13件 R3：8件 R4：8件 R5：10件 R6：9件

具体的内容

○現行の懲戒処分の基準
三大非違行為のみ処分量定を明示
・「飲酒運転等の悪質な交通違反行為」
・「児童生徒に対するスクール・セクハラ」
・「体罰」

→ その他の事案について、教職員が自分事
と捉えにくい状況

課題

○懲戒処分の対象となる非違行為・

処分量定の明確化

対応

○人事院の懲戒処分の指針を基本として懲戒処分の標準例を明示

一般服務関係
正当な理由のない欠勤、政治的行為の制限違反、

セクハラ・パワハラ等

公金公物取扱い関係
横領、諸給与の違法支払・不適正受給等

公務外非違行為
放火、殺人、器物損壊、

一般人に対するわいせつ行為等

監督責任関係
指導監督不適正、非違行為の隠ぺい、黙認

施行期日等

公示日：令和８年３月３１日 施行日：令和８年４月１日

○非違行為事案の多様化

効果

○非違行為の防止
○県民の信頼確保

実効性の担保

○「スクール・セクハラ」について教員性暴力等防止法に基づいて
再整理 （教員性暴力等防止法 ： 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 令和三年法律第五十七号）

○体罰について処分量定の厳罰化
不適切な言動や指導について処分量定の明確化

○児童生徒等とのSNS等における私的なやり取り・自家用車同乗に
ついて処分量定の明確化

○年４回の服務規律研修通知、綱紀粛正・服務規律保持の徹底通知に本指針を添付
○「服務研修テキスト」に本指針の内容を反映

○免職処分数はＲ３から増加傾向
R1：3件 R2：0件 R3：3件 R4：3件 R5：4件 R6：4件

○飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係は、現行基準を基本に
して再整理


